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１．研 究 目 的 

現在、国は地域福祉施策において、「我が事・丸ごと」による地域共生社会を目指すた

め、全世代・全対象型地域包括支援体制の構築を進めている。地域における住民主体の生

活課題への取り組みは、これまでも既存の制度や組織でも行われている。そこで新たに住

民による課題解決を図る体制を地域において構築する際には、各施策の関係や既存の仕組

みを再考し、既存制度の整理や活用、新たに創設が必要なサービスの発見といった地域資

源アセスメントを行う必要がある。その上で、その地域に即した住民主体の生活支援サー

ビスの供給体制の構築が求められる。そこで、本研究の目的は、住民主体による生活支援

サービスの供給にかかる各施策の関係や既存の仕組みを整理し、システム化が進行してい

る介護保険制度下の地域包括ケアシステム構築の取り組み事例を参考に、地方都市におけ

る住民主体の全世代・全対象型生活支援サービス供給のあり方を考察することである。 

 

２．研究の視点および方法 

本研究では、まず、住民主体による生活支援サービスの供給にかかる国および A 市の施

策の動向を資料調査により明らかにし、各施策の関係を整理する。次に、A 市における住

民主体による生活支援サービスの基盤整備の現状を資料調査およびヒアリング調査により

明らかにし、A 市において介護保険制度下の地域包括ケアシステム構築にかかる先駆的モ

デル事業として実施された B 区における地域支援モデルを事例研究として考察する。以上

を踏まえ、C 区の地域資源アセスメントを行い、C 区における全世代・全対象型の住民主体

による生活支援サービスの供給体制のあり方について検討を行う。 

 

３．倫理的配慮 

本報告に際し、対象となる団体や組織等に対し倫理的な配慮を行う。また、適切な用語・

表現が用いられているかの十分な確認及び参照する他者のデータ等の出所や表記に関する

厳密性を確保する。また、本報告は原著論文であるが、内容において拙書に関連するもの

がある場合はその旨を資料等に明記する。 

 

４．研 究 結 果 
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 国施策の住民主体の生活支援サービス施策は、「我が事丸ごと」施策を上位施策とし、介

護保険施策などで実施されていた。地方創生施策でも中山間地域における地域課題に取り

組む多機能型組織づくりが進められており、福祉施策による住民主体の生活支援サービス

の供給体制と同様の役割を果たしているものもみられた。A 市においても各福祉施策およ

び地域共創施策において地域での多世代交流・共働ネットワークづくりをあげ、多世代の

人々が地域課題に取り組む地域づくりを目指していた。A 市の特徴は、ごく身近な生活圏

である小学校区に自治協議会と公民館という地域資源を有していることである。また、既

存の生活支援サービスとして、行政による事業をはじめ、社会福祉協議会による事業や企

業、商店、社会福祉法人、機能的組織、住民互助などにより多様な生活支援サービスの提

供がなされていた。しかしながら、小学校区単位でみても地域の人口構造や住環境は大き

く異なり、既存資源の有無もみられた。地域運営の体制づくりの参考事例として、2013

年度から 2014 年度において実施された高齢者地域支援モデル事業の一選定区である B 区

による、高齢者などの「平常時の見守り体制」と「災害時の支援体制」のためのネットワ

ークづくりがあった。B 区の取り組みから連携や情報共有の点から町単位の体制づくりが

重要であることが分かった。C 区についてみると、ちょっとした困りごとに対応する既存

の住民互助の生活支援サービスを行う団体が少なく、サービスの空白地帯が見られた。ま

た、既存サービスは分野別の対象者を想定しており、全世代・全対象型への拡充が必要で

あった。そこで、区全域に隙間なく全世代・全対象型のちょっとした困りごとサービスを

含めた生活支援サービスを供給するため、C 区おいて住民主体の生活支援サービス供給シ

ステムを構築する際には、第 3 層（サービス提供主体の活動圏域：小学校区）に自治協議

会などによる住民による参加・協議・問題解決的実行を行う地域運営組織を創設し、町単

位での体制づくりを行い、地域の状況に応じて、一体型もしくは分離型によってサービス

を供給することが有効であると考えられた。また、安定的・常設的なサービス提供を実施

するため、公民館などを活動拠点とし、第３層生活支援コーディネーターを専任として配

置することが望ましいと考える。そして、買い物・移動支援など規模の経済効果を要する

サービスについては第 2 層の協議体において地域運営組織間の連携を図ることが望まれる。 

 

5．考 察 

 本研究では、財源確保や供給にかかるマンパワーの担保、サービス内容・提供方法とい

った地域運営組織の運営のあり方や、窓口機能を担う生活支援コーディネーターの担い手

や機能の選定など、具体的な仕組みについては十分な考察に至っていない。また、地方都

市における供給体制について考察を行ったため、地方創生施策で進められている中山間地

域における地域運営組織のあり方と全世代・全対象型地域包括支援体制の構築に基づく、

住民主体の生活支援サービスの供給システムの関係性について分析を行えていない。これ

らの点に関しては、今後の研究課題として取り組みたい。 
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